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港北区連合町内会１月定例会（書面開催） 
令和４年１月 21日（金） 

郵送等による送付  

 

１ 市民意見募集 

(1) 内港地区の将来像と山下ふ頭の再開発に係る意見募集について【市連会報告】 

◆ 自治会町内会長あてに資料を送付します。 

  令和３年 12月 23日からベイブリッジ内側の「内港地区の将来像の検討」及び「山下

ふ頭再開発の新たな事業計画の策定」に向け、市民意見募集を開始しましたので、応募

の御協力をお願いいたします。 

    いただいたご意見等は、港湾計画の改訂や山下ふ頭再開発の事業計画の検討に活用し

ていきます。 

ア 概要 

    ① ベイブリッジ内側の「内港地区の将来像の検討」と「山下ふ頭再開発の新たな事業 

      計画の策定」に向けた市民意見募集を開始しました。     

    ② 横浜の魅力を更に高めていくため、いただいた御意見を港湾計画の改訂や山下ふ頭

再開発の新たな事業計画の検討に活用していきます。 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 募集期間：６月30日（木）まで 

ウ 応募方法 

リーフレット付属はがき、スマートフォン(二次元コードからアクセス可)他 

     ※付属のアンケート形式によらない自由な御意見・アイデアも歓迎します。 

エ リーフレット配布場所 

市民情報センター（市庁舎３階）、各区役所広報相談係 

     主要鉄道駅、各図書館及び各行政サービスコーナーのPRボックス 

  オ 問合せ先：〒231-0005 中区本町６丁目50番地の10 

港湾局 意見募集担当（市庁舎30階） 

℡ 671-4686 FAX 651-7996              
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２ 情報提供 

(1) 新型コロナウイルスワクチンの３回目接種について【市連会報告】    

◆ 自治会町内会長あてに資料を送付します。 

 

    新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目）について、本市では既に医療従事

者等及び高齢者施設入所者等を対象に前倒し接種を進めておりますが、新たな変異株の

感染防止対策等として、さらにワクチン接種を加速し「その他の高齢者（65 歳以上）」

の３回目接種について、８か月の接種間隔を前倒して実施します。 

 

ア 高齢者施設入所者等（施設接種）の前倒し実施 

     約 8.5万人（約 1,000施設）を対象に、１月中に 5.1万人（約 8割）、概ね２月末完

了を目標に前倒しを進めます。 

イ「その他の高齢者（65歳以上）」への３回目個別通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 個別接種（市内医療機関）の体制【２月上旬予定】 

     実施医療機関数約 1,900か所 

     原則、ファイザー社ワクチンを使用します。 

(一部、武田／モデルナ社ワクチンを併用します。：市内 30か所) 

② 集団接種の体制 

     慶應義塾日吉キャンパス協生館２階を含む市内 13 か所に接種会場を設置します。

全て武田／モデルナ社ワクチンとなります。 

 

ウ 区役所・市内郵便局での予約代行、市内携帯ショップでの予約のお手伝い 

     パソコンやスマートフォン等をお持ちでない方などを対象に区役所相談員(※)や市

内郵便局がその場で予約を代行します。また、お持ちのスマートフォンなどを使って

予約ができるよう、携帯ショップがお手伝いします。 
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※【港北区役所相談窓口（移転先）】 

・所在地：大豆戸町61番地 グリーンピア１階 

・開設日：２月１日（火）（１月31日（月）までは港北公会堂にて） 

土日、祝日は営業していません。 

・ワクチン接種予約等代行：２月７日（月）より開始 

         ・受付時間：９時から17時まで 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 予約方法 

   １・２回目と同じく、原則、事前予約制です。接種券が届いた方から、接種の予約が

できます。 

 

   ① 予約専用サイト（WEB） https://v-yoyaku.jp/141003-yokohama 

        （受付時間 9時00分から23時59分） 

    ② 市公式LINE 

     「横浜市LINE公式アカウント」を友達登録（２月９日（水）～） 

（受付時間 9時00分から23時59分） 

※LINEから予約に関するアカウント情報の登録をすると、予約専用サイトからの 予

約はできなくなります。 

   ③ 予約センター（電話） 

       0120－045-112（電話のかけ違いにご注意ください。） 

（受付時間 9時00分から19時00分 土日祝日も受付） 

 

※ 資料は１月12日までの情報に基づき作成しています。国の方針等に変更があった場

合には、内容が変更となる可能性があります。 
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(2) 「はまっ子どうし The Water」事業の終了について【市連会報告】 

◆ 自治会町内会長あてに資料を送付します。 

 

水源地の道志村と本市とのつながりや水源林保全の大切さをＰＲするなど、社会貢献

等に活用されてきました「はまっ子どうし The Water」事業は、近年、環境問題、特に

プラスチック問題への社会的関心がさらに高まり、ペットボトルで水源林保全の大切さ

をＰＲすることは時代にそぐわない状況になっていることから、事業を終了することと

しました。今後、在庫分について販売を継続していきます。 

 

ア 終了時期 

・製造終了：令和３年 12月（賞味期限：令和５年 12月） 

・販売終了見込み：令和４年秋ごろ 

イ お客さまへの周知 

     ・広報よこはま、本市ホームページ等で周知します。 

・継続的にご利用いただいているお客さまにはダイレクトメール等でご案内します。 

(3) 「ひっとプラン港北」計画書冊子等の完成について 

◆ 自治会町内会長あてに資料を送付します。 

   ア 基本理念：「誰もが安心して健やかに暮らせるまち 港北」 

   ・地域のつながりによる助けあいや支えあいを広げる計画です。 

   ・地域のすべての人の取組によって進めます。   

   ・誰もが参加できる社会を目指します。 

    イ 推進計画の柱と重点目標 

    ・３つの推進計画の柱：「ひろがる」「つながる」「とどく」 

    ・７つの重点目標（「推進計画の柱」） 

・幅広い住民の地域活動への参加促進（「ひろがる」） 

・未来を担う次世代育成（「ひろがる」） 

    ・人と人とのつながりづくり（「つながる」） 

    ・年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが参加できる場づくり（「つながる」） 

・健康寿命を延ばす取組の推進（「つながる」） 

・支援が必要な方を発見し支援につなげる仕組みづくり（「とどく」） 

    ・災害に備えた要援護者支援の取組の推進（「とどく」） 

   ウ 動画の作成 

     計画の内容を紹介する動画を、２月１日（火）以降に港北区ホームページで公開

します。地域の会合等でご利用ください。 
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(4) 「障がいのあるお子さんとそのご家族の写真展」の開催について 

◆ 自治会町内会長あてに資料を送付します。 

 

ママフォトグラファー後藤京子さん撮影による「障がいのあるお子さんとそのご家

族の写真展」について、ご案内します。 

 

【開催日、会場について】 

ア 会場：港北図書館２階展示スペース（菊名６－18－10） 

期間：２月７日（月）～２月 20日（日） 

      時間：曜日等により違います。（詳細は資料に掲載） 

イ 会場：大倉山記念館ギャラリー（大倉山２－10－１） 

期間：２月 22日（火）～２月 27日（日） 

      時間：10時～17時  

ウ 会場：新吉田地域ケアプラザ（新吉田町 6001－６） 

期間：３月 16日（水）～３月 21日（月） 

      時間：10時～17時、3月 16日(水)は 13時から 

 

(5) 港北区防災講演会の開催について                                  

◆ 自治会町内会長あてに資料を送付します。 

 

ア 日時：３月２日（水） 14時 00分から 15時 30分まで（13時 30分開場） 

        オンライン配信も実施します。 

イ 会場：菊名ウォータープラザ（大豆戸町 155番地） 

ウ  講演内容 

講師：片山 時孝 氏（港北区医師会副会長） 

        内容：大規模災害における医療の特殊性 

エ 申込について 

① 現地で参加の場合 

２月 15日(火)から先着受付 定員：45人 

申込方法：電話・ＦＡＸ・メール・窓口にご持参 

記載内容：氏名・住所・電話番号・人数 

     ② オンライン(ZOOM)で参加の場合 

２月 15日(火)から先着受付 定員：500人 

申込期限：２月 28日(月) 

申込方法：電話・ＦＡＸ・メール・窓口にご持参 

記載内容：氏名・住所・電話番号・メールアドレス・人数 

オ 申込先（問合せ先） 

       港北区役所総務課 防災担当（港北区役所４階44番窓口） 

    TEL 540-2206  FAX 540-2209  Email ko-bousai@city.yokohama.jp 

カ その他 

広報よこはま２月号に掲載しています。 

新型コロナウイルス感染症の状況により、オンライン配信のみの場合があります。 
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(6) 地方自治法改正に伴う自治会町内会認可制度の変更について【市連会報告】                                  

◆ 自治会町内会長あてに資料を送付します。 

 
港北区内では、14の自治会町内会が、認可地縁団体の法人格を有しています。 
今回、地方自治法の改正（令和３年 11 月 26 日施行）により、自治会町内会は、不動

産の保有又は保有の予定に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために法人格を取

得することが可能になりました。 
法人格のない自治会町内会で認可申請をお考えの場合には、事前に港北区役所地域振

興課あてご相談いただくようお願いします。 
 

(7) 「東部方面斎場（仮称）整備通信 No.5」の発行について 

◆ 地区連長あてに資料を送付します。 

 

       将来にわたる火葬の安定供給を図るため、鶴見区において、市内で５か所目となる市

営斎場＝東部方面斎場（仮称）の整備を進めています。 

今回は、昨年 11月に完了した基本設計の概要をご報告します。 

＜概要＞ 

ア 建物の概要 

① 延床面積 約 22,000㎡ 

② 階数：地上４階／地下１階 

③ 各階配置  ４階：機械室、津波避難スペース 

３階：待合室 

２階：火葬炉、炉前ホール、車寄せ 

１階：葬儀式場 

              地下１階：駐車場（１階と併せて 150台） 

イ 設計にあたっての取組み 

① 環境への配慮 

・建物の省エネ性能を高める高効率型機器の採用／太陽光発電や地中熱等の再生可 

能エネルギー利用の導入／木質化の取組や、既存公園と連続した緑地整備による 

生物多様性への配慮 

② 災害対策 

 ・高潮の浸水に備え１階床レベルを既存地盤から約１m高く設定／火葬炉等の重要機 

器を津波浸水深以上に設置／インフラが途絶した場合に備え非常用発電機等の対 

策検討／津波発生時に一時的な避難施設として活用できるよう、屋上の避難スペ 

ースや外部からアクセス可能な屋外階段を設置 

 

＜備考＞ 

・この他、令和３年度説明会や、今後のスケジュールについてもご報告しています。 

・整備通信は当事業のホームページに掲載しています。また、２月末まで港北区区政推進 

課広報相談係にも配架していますので、ぜひご覧ください。 

東部方面斎場 検索 
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(8) 活き生きスポ進 71号について 

◆ 自治会町内会長あてに資料を送付します。 

 

(9) 「港北区地域スポーツ功労賞」受賞者の決定について 

 ◆ 地区連長あてに資料を送付します。 

 

地区からご推薦いただきました当該表彰について、受賞者が決定されました。港北区

スポーツシンポジウムの中で表彰式を行います。 

 

(10)「横浜市スポーツ推進委員永年勤続者表彰」受賞者の決定について 

◆ 地区連長あてに資料を送付します。      

港北区スポーツシンポジウムの中で表彰式を行います。 

【表彰の種類と基準（要綱抜粋）】 

現にスポーツ推進委員の職にある者については、当該年度の３月末日を基準日として、

10年、15年、20年及び 25年勤続した者 

 

３ 掲示依頼 

◆ 自治会町内会あてに送付します。 

  

(1) 確定申告書作成会場と申告方法の案内について 

   令和３年分確定申告の受付を実施します。申告書作成会場においては、混雑回避のた

め「入場整理券」を配付します。（配付状況により受付を早く締め切る場合があります。） 

また、自宅等からのマイナンバーカードによる申告が、従来よりも簡単に申告でき

るようになりました。パソコンやマイナンバーカード対応のスマホによる e-Tax申告を

ご利用ください。 

 

ア マイナンバーカードによる申告（e-Tax申告） 

マイナンバーカードと、パソコンまたはスマホ（マイナンバー対応）を準備し、国 

税庁ホームページへアクセスし申告してください。 

イ マイナンバーカードがない方の申告（e-Tax申告） 

    「ID・パスワード方式の届出完了通知」(※)を準備し、国税庁ホームページへアク

セスし申告してください。 

※ お持ちでない方は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちのうえ、

お近くの税務署までお越しください。 

ウ 申告書作成会場（入場整理券による受付です。） 

    ・入場整理券：当日会場にて配付、もしくはオンラインで事前発行をします。 

・開設期間：２月 1日（火）～３月 15日（火） 

    ・会場：神奈川税務署（大豆戸町 528－５） ℡ 544-0141（代表） 

    ・受付・相談：【受付】８時 30分～16時 【相談】9時 15分～17時 

    （入場整理券の配付状況により、受付を早く締め切る場合があります。） 
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(2) 区民のための災害対策講座について                                 

ア 日時：３月５日（土） 15時 00分から（14時 30分開場） 

イ 主催：港北区医師会 

ウ 形式：Zoomウェビナー 

エ 講座内容 

講師：鷲山 龍太郎 氏（防災士） 

       内容：どんな災害も家族で生きのびる、「家庭防災（地震・風水害）タイムライン」

を作りましょう 

             ～災害を時系列でイメージし、生きるためにやるべき 

アクションを迷わず発動！～ 

    

オ 申込について 

 先着 500人  申込期間：２月 25日（金）まで（必着） 

① 二次元コード（右側）による申込み 

② ハガキによる申込み 

記載内容：氏名・フリガナ・Ｅメールアドレス 

      送付先（問合せ先）：〒222-0011 港北区菊名７－８－２７ 

                    港北区医師会事務局 区民のための災害対策講座 担当 

                ℡ 433-2367 

(3) 港北区スポーツシンポジウムについて 

ア 日時：２月 19日（土） 13時 30分から 15時 30分まで（13時開場） 

イ 会場：横浜ラポール ラポールシアター（鳥山町 1752番地） 

ウ  講演内容 

講師：藤堂 愛 氏（本市スポーツ医科学センター理学療法士） 

     講演テーマ：「東京パラリンピック 2020の感動、そして未来へ」 

エ  申込方法 

先着受付（２月９日(水)まで） 定員：100人 

申込方法：右側の二次元コードよりお申込みください。 

オ 表彰式 

   「港北区地域スポーツ功労者表彰」「港北区スポーツ推進委員各種表彰」等の表 

彰式を行います。 

カ 問合せ先 

    ① シンポジウムの内容に関すること 

港北区スポーツ協会  TEL 533-0865  FAX 533-0867 

② 申込に関すること 

港北区スポーツ推進委員連絡協議会事務局（港北区地域振興課） 

TEL 540-2238  FAX 540-2245 

③ 掲示について：表面のみを掲示してください。 

※ 新型コロナウイルス感染症の状況により、中止となる場合があります。 

 

(4) 消費者被害等の注意喚起ちらし「月次相談リポート」について   
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４ 情報提供・掲示依頼（港北消防署） 

(1) 令和３年中の火災・救急状況等について（情報提供） 

◆ 地区連長あてに資料を送付します。                        

(2) 日産フィールド小机での消防ヘリコプター離着陸訓練の実施について 

 （掲示依頼） 

   ◆ 後日、港北消防署から近隣の自治会町内会あてに送付します。 

 

ア 内容：航空消防隊の離着陸訓練等 

イ  日時：３月８日（火）13時 30分～15時 30分 

ウ 場所：日産フィールド小机（新横浜公園内 小机町 3300番地） 

エ  掲示依頼：近隣の自治会町内会あて掲示依頼をします。 

オ その他：新型コロナ感染予防対策の観点から見学はできません。 

 

(3) 防火・防災啓発に関するポスターについて（掲示依頼） 

◆ 自治会町内会あてに送付します。 

 

   期限切れ消火器の取扱い、消火器の使用方法等をまとめました。 

 

５ 行政機関からの情報提供   

(1) 港北警察署 

・港北区内犯罪発生状況 

・交通事故概要 

(2) 港北消防署 

・港北区内の火災・救急状況について 

 

 

 

 

 

 

１月の合同メールは１月 24 日（月）に発送します 

 

 

 

 

◆港北区連合町内会定例会の資料は、ホームページに掲載しています◆ 

https://kohoku-rengou.net/ 

 港北区連合町内会 定例会資料   で 検索  


